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照葉まちづくり(戸 建住宅御島地区)建築協定書

(自信号)

第 1条 この協定は、建築基準法(昭和 25年法律第 201号。以下「法j という。)及び福岡市

建築協定条例(昭和 48年福岡市条例第 28号)の規定に基づき、第 5条に定める協定区域内

における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備に関する基準を協定し、

住宅地としての環境を高度に維持増進することを呂的とする。

(基本理念)

第 2条 アイランドシティ照葉住宅地区(以下「照葉住宅地区Jという。)において推進する、

コミュニティを大切にしながら、のびやかな空間・豊かな自然環境を備えた「緑の島」の実現

を目指した f照葉くTeriha>のまちづくり」を踏まえ、照葉住宅地区を対象とした地区計画、

第 5条に定める協定区域を対象とする緑地協定及び照葉住宅地区内の他の建築協定・緑地協定

との連携を図りながら、緑豊かなゆとりと統一感のあるまちなみの形成・保全を図る。

(名称)

第 3条 この協定は、「照葉まちづくり(戸建住宅御島地豆)建築協定Jと称する。

(定義)

第 4条 この読定における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和 25年政令第 338号。)

に定めるところによる。

(建築協定区域)

第 5条 この協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)は、別添区域図に示す

区域とする。

(1) 協定区域:福岡市東区香椎浜三丁目 24番 28ほか 43筆

(2) 協定区域の面積: 23，732.73 rn' 

(協定の効力の発生)

第 6条 この協定は、福間市長の認可の公告があった日から起算して 3年以内において協定区

域内の土地に 2以上の土地の所有者及び建築物の所有を自的とした借地権を有する者(以下

「土地の所有者等」という。)が存することとなった日から効力を発する。

2 前項の規定により効力を発することとなったときは、これを福岡市長に届け出なければな

らない。

(建築物に関する基準)

第 7条 協定区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備は、次の各

号に定める基準に適合しなければならない。

(1) 基本的な考え方

(ア) 建築物の建築に当たっては、道路や公園などの公共空間からの景観に配慮する

とともに、緑地などの自然環境との調和を園ること。

(イ) 建築物にF付属する施設又は屋外設備の設置に当たっては、デザインの一体化、

設置位置の工夫や緑化による修景など、街並みに配慮すること。

(2) 区画

(ア) 別図 1に示す造成区画を変更しではならない。ただし、 2区臨以上の連続する

区画を一体的に利用するために当該区画を 1区画とする場合は、この限りでない。

(イ) (ア)ただし書で定める区画を再分割する場合は、再分割後の区画の数は当該区

画に棺当する造成区画の数を限度とし、かつ、分割後の各区画の面積は造成区画

の最小面積を下回ってはならない。

(3) 地盤の高さ

(ア) 敷地の地盤の高さは、別国 2に示す造成完了時の石積擁壁(以下「造成擁壁」

という。)の天端を越えではならない。ただし、造圏工事等により必要とされる

限度で高さを変更する場合においては、この限りでない。

(イ) 造成擁壁は、その全部又は一部を解体撤去しではならない。ただし、建築等工

事に伴い、やむを得ず解体した場合は、当該工事完了後に速やかに原状護|自する

こととし、その際の石積み長さ、石種及び積み方は造成完了時のものを踏襲する

こと。

(4) 階数

階数は、 2階以下とすること。

(5) 高さ

高さは、 l旬以下とし、かつ、隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じ

て得たものに 5mを加えたもの以下とすること。

(6) 屋根

建築物の主たる屋根は、勾配屋根とし、屋根の盈は{底彩度のものとすること。

(7) 外壁



外壁の色は「自然環境や街並みとの調和Jを基本とし、原色等、彩度の高いものは

使用しではならない。

(8) 外壁の後退

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、道路境界につ

いては 2m以上(別留 3に示す出入口側の道路境界のみは2.5m以上)とし、隣地境

界については、 1m以上とすること。ただし、建築物又は建築物の部分が次のいずれ

かに該当する場合は、この摂りでない。

(ア) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が 3m以下であるもの。

(イ) 物麓その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の

合計が 5rri以内であるもの。

(ウ) 自動車車庫又はカーポートで軒高が 3m以下のもの。この場合において、自動

車車庫は敷地境界線より 60c m以上後退することとし、カーポートの柱、壁及び

屋根は、道路境界線より 60cm以上後退すること。

(9) 道路文は公園等の公共空間との境界

(ア) 縁の連続性を確保するため、道路又は公園等の公共空間に面する造成擁壁上部

に設置する塩文は柵等は、生け垣又は能面に植栽を施した堺若しくはフェンス等

とすること。

(イ) コンクリートブロック造(素地)等の透規性のない塀を設霞する場合は、その前

面を植栽等で覆うとともに、表面に吹付け材等で仕上げを施さなければならない。

円) 門柱又は問塀等を設量する場合は、境界線から 60crn以上後退した位置に設置す

ることとし、門塀等以外に塀文はフェンス等を設置する場合は、境界線から 60crn

以上後退した位置に設置し、その高さは宅地地盤聞から1.2m以下としなければな

らない。ただし、第8条に定める外壁の後退距離以上に後退した場合や崖外テラス、

物量、勝手口又は屋外機等の自隠しの必要がある場合の自龍しの高さは、この限

りでない。

(工) 造成擁壁の産上に新たにコンク 1)ートブロック等の擁壁を築造して擁壁の高さ

を変更しではならない。

(10) 出入口の位置等

(ア) 玄関へのアフローチ及び自動車車庫等の出入口の位霞は、造成完了時の位置を

原則とすること。ただし、建築物の増改築・建皆等にflいやむを得ず変更する15

合において、第12条に定める委員会の承認を得られれば、この限りではない。

この場合において、変更できる位置は、現出入口が面する道路の範囲に隈られ

ることとし、工事に当たっては、第 3号(イ)を遵守すること。

(イ) 各IK霞において、フットパス、公関及び港湾緑地へ直接通ずる出入口を設けて

はならない。

( 11) 建築物の用途

建築物の用途は、専用住宅に限ること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。

(7) 公民館、集会所その他これらに類する建築物で、社会教育的な活動又は自治活

動に供するもの。

(イ) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの。

(12) 広告物

看板、ネオンサイン等の広告物は、建築物及び垣・さく等に設置しではならない。

(13) 建築設備

(7) テレビアンテナ、 FMアンテナ及びアマチュア無線用アンテナは、屋根又は展

外に設寵しではならない。ただし、バルコニ一等で建築物の軒の高さを超えないも

の又は建築物に附属した小規模のもので第 12条に定める委員会が認めたものは、

この限りでない。

(イ) 盤根の上に設備機器類を設置しではならない。ただし、屋担一体式ソーラーパ

ネル等は、この限りでない。

(14) 環境配慮

建築物の建築及び付属施設・設備の設置並びに増改築に当たっては、環境共生都

市の実現を目的に揺関市が策定した「アイランドシティ環境記慮指針j に期した整

備を行うこと。

(有効期間及び効力の継承)

第8条 この協定の有効期関は、福岡市長の認可の公告のあった日から起算して 3年以内にお

いて協定区域内の土地に 2以上の土地の所有者等が存することとなヮた日から 10年間とす

るc ただし、その期間満了前に第 12条に定める委員会に対し、一以上の土地の所有者等か

らこの協定の内容の変受又は廃止の意思が表示されない場合は、さらに 10年間延長される

ものとし、以後この例による。



2 この協定は、議項の認可の公告のあった日以後において、有効期間内に土地の所有者等と

なった者に対しでも、その効力があるものとする。

(協定違反があった場合の措置)

第 9条 委員長は、この協定に違反した者(以下「違反者Jという。)があった場合には、委員

会の決議に基づき、違反者に対し、相当の猶予期間を付して、当該違反行為を是正するため

に必要な措量をとることを文書で請求するものとする。

2 前項の請求があった場合には、違反者は、これに従わなければならない。

3 違反者に対する措置については、有効期間満了後も、なおその効力を有する。

(裁判所への提訴)

第 10条 前条第 1項の請求があった場合において、当該違反者がその請求に従わないときは

委員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行文は当該違反者の費用を以って第三者にこ

れをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする。

2 前項の提訴の手続等に要する一切の費用等は、当該違反者の負担とする。

(協定の変更及び廃止)

第 11条 この協定で定める協定区域、建築物に関する基準、有効期間及び協定違反があった

場合の措置を変更しようとするときは、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、

これを福岡市長に申請し、認可を受けなければならない。

2 この協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定

め、これを福岡市長に申請し、認可を受けなければならない。

3 前 2項の協定の変更文は廃止をしようとするときは、第 2条に定める基本理念を踏まえ、

あらかじめ、照葉まちづくり協会と協議し、意見を求めるものとする。

(協定運営委員会)

第 12条 この協定の運営に関する事項を処理するために照葉まちづくり(戸建住宅御島地区)

建築・緑地協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、土地の所有者等(所有権又は借地権を共有する者の場合は、その代表者。次条

第 6項で向じ。)の互選により選出された委員若干名をもって組織する。

3 委員の任期は、 2年間とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再{壬を妨げない。

。住宅地としての環境を高度に維持増進するため、第 2条に定める基本理念を踏まえ、照葉

住宅地区内の他の建築・緑地協定運営委員会と連絡調整を図るものとする。

(役員)

第 13条 委員会には次の各号に定める役員を置く。

(1) 委員長 l名

(2) 説委員長 l名

(3) 会計 1名

(4) 監査 1名

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長、会計及び監査は、委員の中から委員長が

定める。

3 委員長は、委員会を代表し、この協定の運営に関する事務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。

5 会計は、この協定の運営に関する経理事務を処理する。

6 監査は、委員会の財務状況及び執行状況を監査し、その結果を土地の所有者等に報告する。

7 委員会の運営、経費及び議事に関する必要な事項は、 53IJに定める。

(委員会の承認)

第 14条 協定区域において、建築又は外構若しくは造園の工事をしようとする者は、委員会

へ建築等・緑地計画承認申請書(様式第 1号)を申請したうえで委員会の承認を得なければ

ならない。

この場合において、法第 6条で定める建築確認申語を要するものについては、建築確認を

申請する前に委員会の承認を得なければならない。

2 土地の所有者等は、土地の所有権及び建築物の所有を目的とする借地権(以下「所有権等」

という。)を移転する場合は、所有権等を移転する前に所脊権等移転居(様式第 2号)により

委員会に届け出るとともに、新たに土地の所有者等になる者(以下「新たな土地の所有者等j

という。)に対し、この協定を説明しなければならない。

3 新たな土地の所有者等は、前項の説明をうけた後に、この協定を継承する旨の約諾書(様

式第 3号)を委員会に届け出なければならない。
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